
○さいたま市大宮区の投票区及びその区域 

投票区 投票区域  

第 1 投票区  大成町 2 丁目 1 番地から 200 番地まで、大成町 2 丁目 274 番地から

364 番地まで、大成町 2 丁目 473 番地から末番地まで及び大成町 3

丁目  

第 2 投票区  大成町 1 丁目、大成町 2 丁目 201 番地から 273 番地まで及び大成町

2 丁目 365 番地から 472 番地まで 

第 3 投票区  引町 1 丁目  

第 4 投票区  三橋 1 丁目 1 番地から 1076 番地まで、三橋 1 丁目 1155 番地から

1243 番地まで、三橋 1 丁目 1331 番地から 1360 番地まで、三橋 1 丁

目 1418 番地から 1439 番地まで及び三橋 1 丁目 1497 番地から 1503

番地まで 

第 5 投票区  三橋 1 丁目 1077 番地から 1154 番地まで、三橋 1 丁目 1244 番地か

ら 1330 番地まで、三橋 1 丁目 1361 番地から 1417 番地まで、三橋 1

丁目 1440 番地から 1496 番地まで、三橋 1 丁目 1504 番地から末番

地まで、三橋 2 丁目 1 番地から 283 番地まで、三橋 2 丁目 334 番地

から 346 番地まで、三橋 2 丁目 362 番地から 448 番地まで、三橋 2

丁目 452 番地から 454 番地まで、三橋 2 丁目 638 番地、三橋 2 丁目

841 番地から 964 番地まで、上小町 1 番地から 302 番地まで及び上

小町 426 番地から 462 番地まで 

第 6 投票区  三橋 2 丁目 284 番地から 333 番地まで、三橋 2 丁目 347 番地から

361 番地まで、三橋 2 丁目 449 番地から 451 番地まで、三橋 2 丁目

455 番地から 610 番地まで、三橋 2 丁目 616 番地から 629 番地まで、

三橋 2 丁目 677 番地、三橋 2 丁目 680 番地から 691 番地まで、三橋

2 丁目 694 番地から 700 番地まで、三橋 2 丁目 704 番地から 710 番

地まで、三橋 3 丁目 193 番地、三橋 3 丁目 233 番地から 237 番地ま

で、三橋 3 丁目 240 番地から 279 番地まで、三橋 3 丁目 283 番地及

び三橋 4 丁目  

第 7 投票区  三橋 2 丁目 611 番地から 615 番地まで、三橋 2 丁目 630 番地から

637 番地まで、三橋 2 丁目 639 番地から 676 番地まで、三橋 2 丁目

678 番地、679 番地、692 番地及び 693 番地、三橋 2 丁目 701 番地

から 703 番地まで、三橋 2 丁目 711 番地から 840 番地まで、三橋 2

丁目 965 番地から末番地まで、三橋 3 丁目 1 番地から 192 番地まで、

三橋 3 丁目 194 番地から 232 番地まで、三橋 3 丁目 238 番地及び



239 番地、三橋 3 丁目 280 番地から 282 番地まで、三橋 3 丁目 284

番地から末番地まで、上小町 914 番地から 917 番地まで並びに上小

町 958 番地から 1013 番地まで 

第 8 投票区  上小町 303 番地から 425 番地まで、上小町 463 番地から 913 番地ま

で、上小町 918 番地から 957 番地まで、上小町 1014 番地から 1038

番地まで及び上小町 1089 番地から 1120 番地まで 

第 9 投票区  上小町 1039 番地から 1088 番地まで、上小町 1121 番地から末番地

まで、桜木町 4 丁目 389 番地から 414 番地まで及び桜木町 4 丁目 421

番地から 699 番地まで 

第 10 投票区  桜木町 4 丁目 1 番地から 388 番地まで、桜木町 4 丁目 415 番地から

420 番地まで及び桜木町 4 丁目 700 番地から末番地まで 

第 11 投票区  桜木町 1 丁目、桜木町 2 丁目及び桜木町 3 丁目  

第 12 投票区  浅間町 1 丁目、宮町 1 丁目、大門町 1 丁目、大門町 2 丁目、大門町

3 丁目、仲町 1 丁目、仲町 2 丁目、仲町 3 丁目、下町 1 丁目、下町 2

丁目、下町 3 丁目、東町 1 丁目 1 番地から 43 番地まで、東町 1 丁目

79 番地から 195 番地まで、錦町 1 番地から 1186 番地まで及び錦町

1188 番地から末番地まで 

第 13 投票区  高鼻町 1 丁目、宮町 2 丁目、宮町 3 丁目、宮町 4 丁目及び宮町 5

丁目  

第 14 投票区  高鼻町 3 丁目、土手町 1 丁目、土手町 2 丁目、土手町 3 丁目及び錦

町 1187 番地  

第 15 投票区  寿能町 1 丁目、寿能町 2 丁目及び高鼻町 4 丁目  

第 16 投票区  堀の内町 2 丁目 1 番地から 313 番地まで、堀の内町 3 丁目及び高鼻

町 2 丁目  

第 17 投票区  天沼町 1 丁目 1 番地から 329 番地まで、堀の内町 1 丁目 1 番地から

488 番地まで、東町 1 丁目 44 番地から 78 番地まで、東町 1 丁目 196

番地から末番地まで及び東町 2 丁目  

第 18 投票区  天沼町 1 丁目 620 番地から 813 番地まで、天沼町 1 丁目 815 番地

から末番地まで、堀の内町 1 丁目 489 番地から末番地まで及び堀の

内町 2 丁目 314 番地から末番地まで 

第 19 投票区  天沼町 1 丁目 330 番地から 619 番地まで、天沼町 1 丁目 814 番地

及び天沼町 2 丁目 856 番地から末番地まで 



第 20 投票区  大原 6 丁目、大原 7 丁目及び天沼町 2 丁目 1 番地から 855 番地ま

で 

第 21 投票区  吉敷町 1 丁目、吉敷町 2 丁目、吉敷町 3 丁目、吉敷町 4 丁目及び浅

間町 2 丁目  

第 22 投票区  北袋町 1 丁目及び北袋町 2 丁目  

 


